
   以下のすべてに該当する方

住宅改造種目　及び　助成限度額

各限度額

200,000円

　　　浴槽上限額 58,300円

　　　給湯器上限額 104,900円

156,000円

106,000円

　　

＊　工事着工前の申請が必要です。着工後の申請は無効です。決定通知書が到着してから工事を開始してください。

＊　区の制度については、既存の設備では身体状況において使用できない場合に限ります。

＊　老朽化に伴う取り替え、新築工事に併せ施工するものは対象外です。

＊   福祉用具で対応できるものは、福祉用具を利用することを優先します。　

　　北区福祉部高齢福祉課　　高齢福祉係　　３９０８－１１５８　 2023.1

　　　　　　　　　　　　　　高齢相談係　　３９０８－９０８３

高齢者住宅改造費助成事業のご案内
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介護保険非該当と判定された方 ×

要支援 １・２　要介護 １～５

・北区に住所のある６５歳以上の在宅の方
・介護保険の認定申請をしている方（要支援、要介護、非該当（自立）の方）
・住宅改造が必要と認められる方（介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します。）

　北区では、既存の住宅環境では日常生活を送ることが出来ない６５歳以上の方に対して、自立した日常生活の支援、要介護
状態の予防および悪化防止、介護負担の軽減等の目的のために、住宅改造に要する費用を助成します。

×

助成の種目

お問い合わせ

要
支
援
 

１
・
２
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護
 

１
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５

利用にあたっての注意点

○

合計で1０万円（限度額）
①～⑤の合計のうち限度額の
7割～９割助成（１割～３割自己負担）
限度額を超えた分は全額自己負担です。

助成の金額

×

×

高
齢
福
祉
課
の
制
度
（
担
当
地
域
の
高
齢
者
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
で
申
請
） ⑧便器の洋式化　＊２

④引き戸等への扉の取り替え

③滑りの防止
　移動の円滑化のための床材の変更

自己負担割合

①手すりの取り付け

⑤洋式便器等への便器の取り替え

②段差の解消

対　象

介護保険判定結果

○

××要介護認定を申請していない方

介護保険の制度
（介護保険課で

住宅改修の申請）

各種目ごとに限度額の
７割～９割助成
(１割～３割自己負担）

限度額を超えた分は 全額自己負担で
す。
○流し・洗面台の取り換え、便器の
洋式化については＊参照

設
備
改
造

介
護
予
防
住
宅
改
造

（
介
護
保
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と
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じ
）

⑦流し・洗面台の取り替え　＊１

介護保険判定結果

高齢福祉課の制度（担当地域の高齢者あんしんセンターで申請）

○

設備改造介護予防住宅改造

⑥浴槽の取り替え

＊１ ⑦の対象者は屋内での車いす利用者もしくは歩行できない方（主治医の意見書や調査書で屋内で車いす利用と記載されている）が対象となります。

＊２ 便器の洋式化は、介護保険が優先となります。ただし、①～④の改修項目を行い、利用限度額の残額50,000円以下の方は⑧便器の洋式化の助成を受ける

ことができます。

①「合計所得金額」とは、収入
から公的年金等控除や給与所得
控除、必要経費を控除した後で、

基礎控除や人的控除等の控除を
する前の所得金額をいいます。
また、長期譲渡所得及び短期譲
渡所得に係る特別控除を控除し
た額で計算されます。

②「年金収入」には非課税年金
（障害年金・遺族年金）は含ま
れません。

③「その他の合計所得金額」と
は、①「合計所得金額」から、
年金の雑所得を除いた所得金額
をいいます。

市区町村民税非課税の方、生活
保護受給者は減免申請をするこ
とができます。



↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
工事着工 北区との契約書の取り交わし（工事完了までに行う）

↓
＜介護予防住宅改造＞ 工事完了届、工事前後の写真（日付入り）、請求書類提出

＜設備改造＞ 高齢者あんしんセンターの担当職員による工事完了確認

↓

H3104

住宅改造費助成相談・申請から工事支払いまでの流れ

ケアマネジャーのいる方 ケアマネジャーのいない方

↓担当ケアマネジャーに相談

担当の高齢者あんしんセンター

　高齢者あんしんセンター職員が本人の身体状況、介護状況、住宅状況を調査
訪問します。(区が助成対象か判定します)

助成対象者は以下の書類の作成が必要となります。

　①高齢者住宅改造費助成申請書

　②高齢者住宅改造費助成工事計画書

　③見積書

　④改造前後の図面（平面図、立面図）

　助成額　　　　　区→業者

　自己負担額　　本人→業者

　※都営住宅、都市機構居住者は、住宅模様替え許可証等の写しが必要です。

 　⑤写真（工事前後　同じアングルで撮影　日付をつける）

　⑥カタログのコピー

審査・助成決定

決定通知書送付（申請者・業者）

支払い


